
2023/2024 シーズン SAJ アルペン技術代表(TD)検定会開催要項 

 

【主催】 

公益財団法人全日本スキー連盟 

 

【目的】 

SAJアルペン公認競技会の厳正公平な運営を図り、競技会を円滑にし、その権威を保つための公認技術代表

資格取得検定の為 

 

【日時】 

2023 年 11 月 19 日（日）13:00～16:00 

受検の流れ 

・受検者は SAJ アルペン TD 研修会（事前研修会）の受講が必要です 

・事前研修会は有資格者更新研修会と同じ日程で 2 回開催します 

第 1 回 10 月 28 日（土） 12：30～16：00 

第 2 回 11 月 3 日（金・祝） 12：30～16：00 

・事前研修会の修了が認められない場合、11 月 19 日の検定会に参加できません 

 

【開催方法】 

ZOOM アプリによるオンライン開催（招待は追って連絡致します） 

 

【受検資格】 

・アルペン TD 細則参照 

 

【申込方法】 

・シクミネットよりお申し込みください。 

・2 回開催される事前研修会のうち、希望する日程を選択し、お申し込みください。 

※本事業は要承認事業となります。 

 

【申込締切】 

10 月 22 日(日) 

 

【費用】 

検定料 6,000 円 （研修会参加費含む） 

 

【内容】 

SAJ 公認技術代表検定会 筆記試験 120 分 



 

【持物】 

ICR、計算機、筆記用具、エクセル、ワードのインストールされた PC 又はタブレット端末（必須） 

 

【講師】 

SAJアルペン委員会 

渡辺 淳浩、菊地 勉 （敬称略順不同） 

 

【問い合わせ】 

アルペン委員会 渡辺 淳浩 E-MAIL：mla19030○nifty.com 

※○を＠にして下さい。 

 

【その他】 

・筆記試験の合格発表はご登録いただいたメールアドレスあてにアルペン委員会よりご連絡いたします。 

・合格者はアルペン委員会が指定するＦＩＳレースでの実技検定に進みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３３２ 

アルペン公認技術代表細則 
（趣旨） 

第１条 この細則は、公認技術代表規程第11条に基づき、必要な事項を定める。 

 

（受検資格） 

第２条 受検資格は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 過去5年間、SAJ公認競技会において係長以上の業務に5大会以上携わった者で、Ａ又はＢ級セッ

ター（公認競技会でのセッター経験者）であること。 

(2) 過去5年間、国内主要Ａ級、FISのFECの競技委員長を3大会以上経験した者。 

(3) 本連盟の公認資格取得者 （SAJ公認コーチ、旗門審判員、ポイント計算員のうち1つ以上）で、

ＡまたはＢ級セッター（公認競技会でのセッター経験者）であること。 

(4) 前号の(1)、(2)、（3）いずれかに該当する者で、加盟団体においてアルペン専門委員を複数年務

め、競技会の技術指導に携わり、各加盟団体長及び本連盟より推薦された者であること。 

 

（検定会） 

第３条 検定会は、学科と実技（競技会運営）とし、学科試験に合格した後、本連盟が指定するFIS

公認競技会で１大会以上の実務検定を行い本連盟にて総合的に合否の判定を行う。 

 

（更新） 

第４条 公認技術代表規程第７条における更新は、２年に一度の研修会受講を必須とする。FIS技術

代表資格者は、FIS主催のTDアップデートセミナーへの参加をもって研修会受講に替えることがで

きる。 

 

（資格の停止） 

第５条 公認技術代表規程第８条により、資格の停止を受けた者が活動を再開するためには、新たに

技術代表候補訓練の課程を修了しなければならない。 

 

（ＦＩＳ・ＴＤ） 

第６条 ＦＩＳ・ＴＤの受験資格者は、ＳＡＪ・ＴＤの資格を有し、次の各号に掲げる事項を満た

し、アルペン委員会の推薦を経て選考する。 

(1) アルペンスキー競技組織運営規則に関する知識があること 

(2) 大会組織運営の責任者または、ＳＡＪ・ＴＤとして複数年の実績と経験を積んでいること。 

(3) 少なくともＦＩＳ公用語の一つ（英語推奨）に通じていること 

(4) 優秀なスキーヤーとしての資格者（選手経験者、コーチ経験者）であること。 

(5) 本連盟の行う教育・養成セミナーに参加し、研修した実績があること 

 

（競技会における技術代表の資格、任務、権利等） 

第７条 ＴＤは、１０，０００円／稼働日にあたる謝金を公認大会実行委員会もしくは公認大会組織

委員会より受ける権利がある。 

その他、公認競技会における技術代表の資格、任務、権利等はアルペンTDマニュアルでも別途

定める。 

 

（変更） 

第８条 この細則の改廃は、競技本部理事会の議決による。 

 

平成30年10月20日 改正 

令和 3年11月 1日 改正 


